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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工物支持部（１６）上に位置する平面材料（１２）を加工装置（２１）によって切断
することにより生産された加工物（３６、３６’）を加工機（１１）から排出する方法で
あって、
　最初の加工物（３６）が切断された後に、それぞれが１つの加工物（３６）を受け取る
ための複数の保持要素（３４）を有する排出装置（２７）が、前記最初の加工物（３６）
の受取位置（４５）に前記保持要素（３４）とともに位置付けられ、前記最初の加工物（
３６）が前記保持要素（３４）によって受け取られ、
　前記排出装置（２７）は、前記受取位置（４５）から、前記加工装置（２１）の加工領
域の外部に存在して該加工領域に隣接する待機位置（３２）に移動し、
　前記排出装置（２７）は、前記少なくとも１つのさらなる加工物（３６’）が切断され
た後に前記待機位置（３２）から前記受取位置（４５）に移動し、さらなる保持要素（３
４’）が前記さらなる加工物（３６’）を受け取り、前記排出装置（２７）は前記待機位
置（３２）に移動し、
　前記排出装置（２７）は、順々に生産された少なくとも２つの加工物（３６、３６’）
を受け取った後に、又は前記平面材料（１２）が全て加工された後に除荷ステーション（
５１）に移動し、
　切断により加工された前記加工物（３６）を、残留接続部（４３）を残して切り離し、
　前記排出装置（２７）は、前記加工物（３６）の前記受取位置（４５）に移動し、
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　排出すべき前記加工物（３６）に前記保持要素（３４）を固定し、
　前記残留接続部（４３）を完全に切断して前記加工物（３６）を排出する、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記加工物（３６）が切り離された後に、前記加工物（３６）を受け取った前記排出装
置（２７）は、Ｚ方向に持ち上げられ、前記次の加工物（３６）の次の受取位置（４５）
又は前記待機位置（３２）に向けてＸ方向、Ｙ方向又はＸ／Ｙ方向に移動し、前記次の加
工物（３６’）を生産するための加工が再開する、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記排出装置（２７）の、加工されて排出された前記加工物（３６）の前記受取位置（
４５）から前記次の受取位置（４５）への移動経路は、前記次の加工物（３６’）のＸ寸
法に合わせて調整され、または、
　前記排出装置（２７）の前記移動経路は、前記次の受取位置（４５）において前記排出
装置（２７）の前記保持要素（３４、３４’）の接触間隔に向かう、
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記加工物（３６、３６’）は、前記平面材料（１２）から該平面材料（１２）の側縁
部に沿って連続的に生産され、前記加工物（３６、３６’）は、前記排出装置（２７）の
前記保持要素（３４、３４’）によって順々にかつ同じ順序で受け取られる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記待機位置（３２）と前記受取位置（５４）との間の移動経路は、前記保持要素（３
４、３４’）の前記接触間隔、及び前記加工物（３６、３６’）のサイズによって決まる
、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記排出装置（２７）によって受け取られた全ての加工物（３６、３６’）は、除荷ス
テーション（５１）内に同時に定置され、又は順々に個別に定置され、又は積み重ねられ
る、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記加工物（３６）は、前記受取位置（４５）から排出された後に、前記排出装置（２
７）の中間バッファ（６７）に貯蔵される、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記加工物（３６）の前記連続的な切断は、前記平面材料（１２）の無残骸加工によっ
て行われる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　平面材料（１２）を加工するための加工機であって、加工装置（２１）と、前記平面材
料を受け取るための加工物支持部（１６）と、生産された加工物（３６、３６’）を前記
加工装置（２１）から除荷ステーション（５１）に移動させることができる排出装置（２
７）とを有し、該排出装置（２７）は、前記加工物（３６、３６’）を前記加工装置（２
１）の加工領域から連続的に除去できるとともに前記加工領域に隣接する待機位置（３２
）に位置することができる複数の保持要素（３４、３４’）を有し、前記排出装置（２７
）の前記保持要素（３４、３４’）は、前記加工物（３６、３６’）を順々に受け取るよ
うに制御可能であり、
　前記排出装置（２７）の前記少なくとも１つの保持要素（３４）は、少なくともＺ軸に
沿って移動することができ、前記加工機は前記前記加工物（３６）を提供し、
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　切断により加工された前記加工物（３６）を、残留接続部（４３）を残して切り離し、
　前記排出装置（２７）は、前記加工物（３６）の前記受取位置（４５）に移動し、
　排出すべき前記加工物（３６）に前記保持要素（３４）を固定し、
　前記残留接続部（４３）を完全に切断して前記加工物（３６）を排出する、
ことを特徴とする平面材料を加工する加工機。
【請求項１０】
　前記受取装置（２７）は、縦並びの列で配置された複数の保持要素（３４、３４’）を
備える、
ことを特徴とする請求項９に記載の加工機。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの保持要素（３４）は、吸着把持部として形成される、
ことを特徴とする請求項９に記載の加工機。
【請求項１２】
　前記排出装置（２７）は、中間バッファ（６７）を有する、
ことを特徴とする請求項９に記載の加工機。
【請求項１３】
　前記排出装置（２７）は、前記加工物（３６）を排出して前記中間バッファ（６７）に
供給できる除荷装置又は処理ロボット（６６）を有する、
ことを特徴とする請求項１２に記載の加工機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加工機の加工物支持部上に位置する平面材料を加工装置によって切断するこ
とにより生産された加工物を加工機から排出する方法及び加工機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、平面材料の加工時には、各生産された加工物は、排出装置により切り離された後
に加工領域から個別に排出されて除荷ステーションに供給される。このため、排出装置に
よって切り離された加工物の排出及び除荷に必要なサイクル時間は、多くの場合、後続す
る加工物を切断するための加工時間よりも長い。これにより、特に小さな加工部品の場合
、待機時間が生じ、自動化度が低下してしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、加工機から加工物を排出する方法及び加工機を提案することにより、特に平
面材料の無残骸（ｓｋｅｌｅｔｏｎ　ｆｒｅｅ）加工において、サイクル時間を向上させ
、ひいては生産性を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この目的を達成する方法では、最初の加工物が切断された後に、保持要素を有する排出
装置が、最初の加工物の受取位置に位置して加工物を受け取り、次に排出装置は、受取位
置の外部にあって加工領域に隣接する待機位置に移動し、さらなる加工物が切断された後
に、排出装置のさらなる保持要素によってさらなる加工物を排出するために待機位置から
受取位置に移動し、その後再び受取位置から待機位置に移動する。排出装置は、少なくと
も２つの加工物を順々に受け取った後に、又は平面材料が全て加工された後に除荷ステー
ションに移動する。これにより、排出装置は、加工物を受け取るように排出装置に設けら
れた排出装置の複数の又は全ての保持要素が加工物を有するまで加工領域に隣接する待機
位置に留まって、複数の又は全ての受け取った加工物を除荷ステーション内に定置させる
ために、後で待機位置と除荷ステーションの間を１回しか移動しなくて済むようにされる
ので、加工物を加工領域から排出するためのサイクル時間を根本的に短縮することができ
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る。従って、加工機の加工領域に関して複数の部品が直接排出され、排出装置は、加工機
の加工領域内の受取位置と隣接する待機位置との間を複数回移動し、複数の加工物を受け
取った後、又は平面材料が全て加工された後にのみ除荷ステーションに移動する。
【０００５】
　従って、無残骸加工の場合、また残骸を伴う加工の場合においても、加工物が平面材料
から分離された後に個別に除荷ステーションに導き、残った加工物を放置しておく生産の
場合よりも、サイクルタイムを根本的に短縮することができる。
【０００６】
　方法の好ましい実施形態では、切断により加工された加工物を、残留接続部を残して切
り離し、排出装置は、加工物の受取位置に移動し、次に、排出すべき加工物に排出装置の
保持要素を固定し、その後、加工物を切り離した後で加工領域から排出する。これにより
、排出装置の保持要素によって加工物を確実に把持し、加工領域から確実に排出すること
ができる。
【０００７】
　さらに、好ましくは加工物が切り離された後に、加工物を受け取った排出装置は、Ｚ方
向に持ち上げられ、次の加工物の次の受取位置又は待機位置に向けてＸ方向、Ｙ方向又は
Ｘ／Ｙ方向に移動し、次の加工物を生産するための加工が再開される。これにより、サイ
クル時間を短縮することができる。
【０００８】
　さらに好ましい別の方法では、排出装置の、加工されて排出された加工物の受取位置か
ら次の受取位置への移動経路が、次の加工物のＸ寸法に合わせて調整される。これにより
、移動経路を短縮することができる。
【０００９】
　本発明のさらに別の実施形態では、排出装置の次の受取位置への移動経路が、排出装置
の保持要素の接触間隔の方に向かう。これにより、移動経路が短い空の保持要素の各々を
、直前に生産された加工物に確実に供給して確実に排出することができる。
【００１０】
　加工物は、好ましくは固定された加工装置に対して外に向いた平面材料の側縁部に沿っ
て連続的に生産され、排出装置の保持要素によって順々にかつ同じ順序で受け取られるこ
とが好ましい。従って、除荷ステーションにおいて加工物を同じ順序で定置させることも
でき、これにより例えば個々の加工物のサイズが互いに異なる場合にも分類及び仕分けが
容易になる。
【００１１】
　さらに好ましい方法の実施形態では、待機位置と受取位置の間の移動経路が、保持要素
の接触間隔及び加工物のサイズによって決まる。例えば、保持要素を有する排出装置の長
手方向の伸長が平面材料と同じである場合、平面材料は、排出装置が移動する経路と同じ
経路上をＸ方向に移送される。
【００１２】
　排出装置が受け取った加工物を除荷するには、加工物は除荷ステーションに全て同時に
定置され、又は個別に順々に定置されて好ましくは積み重ねられることが好ましい。全て
の加工物を互いに同時に定置させると、加工物を積み重ねる場合に比べて時間的に有利で
ある。
【００１３】
　さらに生産性を高めるために、切り離された加工物は、排出後に排出装置の中間バッフ
ァに貯蔵される。従って、比較的コンパクトな排出装置内に複数の加工物を貯蔵すること
ができる。
【００１４】
　さらに、加工物の連続切断は、平面材料の無残骸加工によって行われることが好ましい
。これは特に有利な実施形態であり、具体的には、排出装置の保持要素がＺ軸内で個別に
移動できない場合に有用である。この無残骸加工は、Ｚ方向の衝突をモニタできない場合
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にも必要となり得る。
【００１５】
　本発明の目的は、平面材料を加工するための加工機によっても達成され、この加工機は
、加工物を加工装置の加工領域から連続的に除去できるとともに加工領域に隣接する待機
位置に位置することができる複数の保持要素を有する排出装置を有し、この排出装置の保
持要素は、順々に加工物を受け取るように制御される。従って、排出装置は、受け取った
加工物を後でまとめて除荷ステーションに移送するために、排出装置の全ての受取位置が
塞がるまで、それぞれの加工物が切り離された後にさらなる加工物を受け取るために待機
位置から受取位置に複数回移動することができる。
【００１６】
　排出装置は、縦並びの列で配置された少なくとも２つの保持要素を備えることが好まし
い。これにより、縦並びの列で加工された全ての加工物を受け取って除荷ステーションに
移送できるように、平面材料の全長にわたって延びることができる狭く細長い排出装置を
実現することができる。
【００１７】
　さらに、排出装置は、平行に整列した２列又はそれ以上の保持要素（３４、３４’）を
有することができる。この場合、平面材料の側縁部に向かって配置された、加工物を受け
取るための後列の保持要素が最初に制御された後に、これらの保持要素の前の列、すなわ
ち前列の保持要素が制御される。
【００１８】
　排出装置の保持要素は、吸着把持部又は真空吸着把持部として設計されることが好まし
い。
【００１９】
　加工機の好ましい実施形態では、排出装置の少なくとも１つの保持要素がＺ軸に沿って
移動することができる。排出装置の全ての保持要素は、個別に移動できることが好ましい
。これにより、排出装置が、受取位置において、排出すべき加工物の上方に位置し、加工
物を排出する保持要素のみを下降させることができるという利点が得られる。従って、無
残骸加工及び残骸を伴う加工のいずれもが可能になる。具体的には、この設計により、残
骸を伴う加工が排出中に妨げられなくなる。
【００２０】
　本発明のさらに好ましい実施形態では、排出装置が、加工物を排出して一時的貯蔵部に
供給できる除荷装置又は処理ロボットを有する。このように加工物を処理ロボットによっ
て個別に排出することにより、受取位置の加工物を排出するためのアクセス性を良好にす
ることができる。また、加工物を中間バッファに単純に移送できるようにもなる。例えば
、中間バッファは、排出装置の吸着フレームの上方に形成することができる。
【００２１】
　さらに、排出装置は中間バッファを有することが好ましい。従って、待機位置と除荷及
び載荷位置との間の移動経路数がさらに削減される。
【００２２】
　加工機の排出装置は、複数の吸着器が配置されたバンド又はチェーンを有することが好
ましい。従って、各吸着器により、さらには各吸着器群により加工物を排出することがで
き、これにより中間バッファをさらに形成できるようになる。
【００２３】
　以下、図面に示す例により、本発明、並びにさらなる有利な実施形態及びその展開形態
を詳細に記載して説明する。説明及び図面に示す特徴は、個別に適用することも、又は本
発明によるあらゆる組み合わせでいくつかを同時に適用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明による加工機の斜視図である。
【図２ａ】加工物を加工して排出するための連続作業ステップを上方から見た概略図であ
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る。
【図２ｂ】加工物を加工して排出するための連続作業ステップを上方から見た概略図であ
る。
【図２ｃ】加工物を加工して排出するための連続作業ステップを上方から見た概略図であ
る。
【図３】図２ａ～図２ｃの別の実施形態を上方から見た概略図である。
【図４】図３の別の実施形態を上方から見た別の概略図である。
【図５】排出装置の別の実施形態の概略側面図である。
【図６】排出装置のさらに別の実施形態の概略側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１に、例えば打ち抜き機として形成された加工機１１を斜視図で示す。例えば、金属
シートの形の平面加工物１２の分離加工を行うための、打ち抜きヘッド１４及び詳細には
図示していない打ち抜きスタンプを有する、好ましくは固定された加工装置２１が設けら
れる。或いは、打ち抜きヘッド１４の隣にレーザ加工ヘッドを設けたレーザ打ち抜き機を
使用することもできる。加工時には、加工対象である加工物１２は加工物支持部１６上に
位置する。加工中、加工物１２は、好ましくはブラケット１８を備えた保持装置１７によ
って保持され、この保持装置１７は、矢印で示す従来の線形駆動１９を通じて打ち抜きヘ
ッド１４に対して加工物平面（Ｘ／Ｙ平面）のＸ方向に移動することができる。加工物１
２は、加工物支持部１６が、矢印で示す従来の線形駆動２０を通じて、加工物支持部１６
を支持する基部２４に対して保持装置１７と共に移動するという点で加工物平面のＹ方向
にも移動することができる。このように、加工物１２は、加工物１２にそれぞれの加工領
域が存在する場合には、これらの加工領域が打ち抜きヘッド１４の加工領域内に位置でき
るように、打ち抜きヘッド１４に対してＸ及びＹ方向に移動することができる。加工領域
は、打ち抜きヘッド１４と、詳細には図示していない交換可能な打ち抜きマトリクスとの
間に位置する。従って、レーザ打ち抜き機では、レーザ加工ヘッドの固定された加工領域
内にレーザ光学系を配置することができる。
【００２６】
　加工機１１の加工物支持部１６の手前側にはハンドリング装置２６が設けられ、このハ
ンドリング装置２６は、図２ｃによる排出位置３２又は待機位置３２において平面材料１
２の載荷及び除荷位置２９、３０の前を少なくとも１つの線形軸２８に沿って移動できる
排出装置２７を備えることもできる。
【００２７】
　排出装置２７は、例えば磁石吸着器、真空吸着器又は電気吸着型吸着器として形成でき
る複数の保持要素３４を備える。この例示的な実施形態では、複数の個々の吸着器を有す
る保持要素３４が設けられ、これらの吸着器は、それぞれが互いに割り当てられた保持要
素３４を構成する（図２ｃ）。複数の保持要素３４は縦並びの列で配置され、保持要素３
４のサイズ又は位置及び幅は、吸着器３５の割り当てにより自由に決定できるとともに、
加工物のサイズに合わせて調整することができる。
【００２８】
　保持要素３４は、少なくとも１つの線形駆動を有する図１に示すＸ－Ｙ－Ｚ座標系に沿
った少なくとも１つのさらなる軸、つまりＹ軸及び／又はＺ軸内で移動可能に駆動するこ
とができる。
【００２９】
　図２ａには、平面加工物１２と、加工物１２を受け取るブラケット１８を有する保持装
置１７とを拡大概略図で示している。また、打ち抜きヘッド１４の初期位置も記号で示し
ている。この加工物１２は、加工機１１のさらなる構成要素と同様に詳細には図示してい
ない加工物支持部１６上に位置する。
【００３０】
　平面材料１２から加工物３６を生産するには、平面材料１２に位置３８から第１の切り
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込みを入れるために打ち抜きヘッド１４が最初に位置３８にあって位置３９で終了するよ
うに平面材料１２を移動させる。その後、位置４１から第２の切り込みを行うために打ち
抜きヘッド１４が位置４１にあって位置４２で終了するように平面材料１２を移動させる
。材料内には、最終的に切り取るための残留接続部４３が残る。
【００３１】
　例えば、正方形の加工物３６を切り離すには、図２ａによる第１及び第２の切り込みを
行った後に加工物３６の排出を開始する。排出装置２７は、図２ｃに示す、加工物３６を
生産するための第１の切り込み中に位置していた載荷又は除荷位置２９、３０、或いは好
ましくは待機位置３２から受取位置４５に移動して、例えば３つの吸着器を備えた保持要
素が加工物３６に向かって位置し、加工物３６が保持要素３４によって把持されるように
する。その後、打ち抜き機１４、或いはレーザ加工ヘッドにより最終的な切断を行い、す
なわち加工物３６が完全に切り離されるように残留接続部４３を分離する。
【００３２】
　その後、排出装置２７は、Ｚ方向に少なくともわずかに持ち上げられ、及び／又は受取
位置４５からＹ方向に導かれ、再び図２ｃに示す待機位置３２を占めるようになる。
【００３３】
　その後、図２ｃに示すように、第１の加工物３６に対応して次の加工物３６が第１及び
第２の切り込みにより切断される。この作業方法により、平面材料１２の無残骸加工が可
能になる。次の加工物３６’に接続部４３’を除いて第１及び第２の切り込みが入れられ
た後、排出装置２７は、加工物３６’の上方の受取位置４５に位置し、保持要素３４’を
通じたさらなるＹ方向の移動及び／又はＺ方向のわずかな移動により、さらなる保持要素
３４’が加工物３６’を把持できるようにし、この時点で排出装置は２つの加工物３６、
３６’を受け取っている。
【００３４】
　図示の例示的な実施形態では、平面材料１２の長さは、縦並びで配置された加工物３６
の列が排出装置２７によって受け取られるように、排出装置２７、又は並んで配置された
保持要素３４の長さに対応することが好ましい。これにより、中間バッファが形成される
。例えば、保持要素３４の一方の列が加工物３６で満たされた後、排出装置２７は、待機
位置３２からハンドリング装置２６を介して、例えば加工物支持部１６の下方に位置でき
るマガジン５２により形成される除荷ステーション５１に移動することができる。或いは
、除荷ステーション５１を、線形軸２８の作業領域内の載荷及び除荷位置２９、３０に隣
接して位置付け、ハンドリング装置２６を介して動作させることもできる。除荷ステーシ
ョン５１では、加工物３６を定置させ、例えば積み重ねることができる。或いは、排出装
置２７によって加工物がそれぞれの受取位置４５から排出されるようにして、マガジン５
２内に加工物を同時に定置させることもできる。
【００３５】
　図２ｃに示す排出装置２７には、例えば縦並びで配置された２列の保持要素３４が設け
られている。例えば、保持要素３４の１列目が満たされた後に保持要素３４の２列目が満
たされるように、保持要素３４を受け取るフレームを１つ設けて約１８０度回転できるよ
うにすることができる。
【００３６】
　この除荷方法では、各個々の加工物が加工領域から排出された後に除荷ステーション５
１内に導かれることなく、排出装置２７を受取位置４５と待機位置３２との間で移動でき
るようにしたことにより、生産性及び自動化度を向上させることができる。加工物３６、
３６’を除荷するためにＸ方向の移動経路が長くなる頻度を減少させることができる。
【００３７】
　上述した排出装置２７は、１又は複数の吸着器３５から成る保持要素３４を有し、個々
の保持要素３４を個別に又はまとめてＺ方向に移動させて制御できるという利点を有する
。これにより、上述した作業方法と同様の作業方法が可能になる。また、平面材料１２の
無残骸加工に代えて、残骸の残った加工物３６を生産するための加工を行うこともできる



(8) JP 6426361 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

。保持要素３４がＺ軸に沿って移動できることにより、排出される加工物３６上に吸着器
３５を下降させることができる。
【００３８】
　或いは、排出装置２７が、例えば吸着器３５又は磁気把持部を備えた保持要素３４を有
する場合、Ｚ方向に移動できる保持要素３４により、残った残骸の加工中に加工物３６の
排出が行われる。さらなる加工物３６’を排出するために、すでに加工物３６を受け取っ
ている排出装置２７を位置付ける場合には、残った残骸により排出装置２７を完全に下降
させることができないので隙間が残るが、この残った隙間は、吸着器３５の吸着力又は磁
気把持部の磁力によって克服することができる。
【００３９】
　図３に、排出装置２７によって打ち抜きヘッド１４の手前側で複数の部品の排出を可能
にするための別の実施形態を示す。打ち抜きヘッド１４上の加工物３６をＸ方向に移動で
きるようにするには、複数の部品の排出を可能にするために、排出装置２７が処理機構２
１を通り過ぎた地点にも位置できるように、Ｙ方向の移動軸を有する排出機構２７を設計
することを提案する。排出装置２７は、図２ａ～図２ｃで説明した移動と同様に移動する
ことができる。この実施形態では、保持要素３４を、例えば互いに距離を置いて配置され
た一群の吸着器３５により形成することができる。
【００４０】
　図４には、受取位置４５又は除荷位置を打ち抜きヘッド１４の隣に設けた、さらに別の
除荷方法の実施形態を示す。保持要素３４は、排出装置２７がＹ方向に移動した場合に打
ち抜きヘッド１４が少なくとも部分的に侵入できるようにする自由空間又は隙間５５を互
いの間に形成するために互いに距離を置いて配置される。従って、保持要素３４は、加工
物３６、３６’を排出するために、打ち抜きヘッド１４の側方に位置することができる。
排出装置２７は、加工物３６、３６’を排出するために、Ｙ方向に移動すると同時にＺ方
向にもわずかに移動し、或いは最初にＺ方向にわずかに移動してからＹ方向に移動する。
【００４１】
　図５には、排出装置２７の別の実施形態の概略側面図を示す。この排出装置は、回転す
るバンド又はチェーン６１を有し、この上に、平面内に配置された吸着器３５を有する複
数の保持要素３４の代わりに複数の吸着器３５が配置される。この排出装置２７は、次の
空の吸着器３５が加工物３６を排出できるように受取位置４５に移動する。その後、排出
装置２７は再び待機位置３２に移動し、チェーン６１が矢印６２で示す方向に回転して、
次の空の吸着器３５が受け取りを行えるようになる。この構成は、このような吸着器３５
又は把持部を備えたチェーン６１により、さらに中間バッファ６７が形成されるという利
点を有する。また、このようなチェーン６１をより狭く形成し、その上に吸着器３５を配
置することもできる。吸着器３５が配置された複数のチェーン６１を隣同士で列を成すよ
うに配置して排出装置２７を形成し、これらの吸着器３５が順々に使用されるようにする
こともできる。
【００４２】
　図６に、排出装置２７のさらに別の実施形態の概略側面図を示す。この排出装置２７の
実施形態は、例えば載荷位置２９から平面材料１２を排出してこれを加工領域に供給する
ために、吸着フレームとして形成された保持要素３４を備える。また、吸着フレーム上に
は、例えば把持部を備えた単軸又は多軸ロボットとして形成された除荷装置又は処理ロボ
ット６６が配置される。把持部は、吸着把持部又は磁気把持部として形成することができ
る。加工物３６の排出後には、処理ロボット６６を介して把持部を中間バッファ６７に移
動させることができる。この中間バッファ６７は、例えば、保持要素３４の吸着フレーム
の裏側又は上部側の、生産された加工物３６を受け取るための貯蔵空間により実現するこ
とができる。
【００４３】
　この排出装置２７の両実施形態は、平面材料の無残骸加工にも、また残った平面材料の
残骸全体を加工物の生産後に加工領域から除去し、或いはそれぞれの加工物の生産後に既
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に減少している残骸を加工物支持部１６の開口部を通じて連続的に除去する加工にも適し
ている。
【符号の説明】
【００４４】
１１　加工機
１２　加工物
１４　打ち抜きヘッド
１６　加工物支持部
１７　保持装置
１８　ブラケット
１９　線形駆動
２０　線形駆動
２１　加工装置
２４　基部
２６　ハンドリング装置
２７　排出装置
２８　線形軸
２９　除荷位置
３０　除荷位置
５１　除荷ステーション
５２　マガジン

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】
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